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地震への備え -- 建物の耐震化と家具の転倒防止を  

  刈谷市は「南海トラフ巨大地震」（マグニチュード９クラス）を想定した「地震ハザードマッ

プ」をホームページに掲載し、地震への備えを呼び掛けています。地震はいつ起きるか分かりま

せん。まずは建物の耐震化と家具の固定を行い、もしもの事態に備えましょう。 

  

１． 刈谷市地震ハザードマップについて 

 令和元年１２月１日改訂版のハザードマップによると、桜

地区は震度６強が予測されています。日頃の備えとして、ま

ずはこれに耐える建物の耐震化と家具の固定が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 建築基準法について 

 昭和５６年（1981.6）に改訂された建築基準法は、震度 6強から７の地震に耐えうるよう

に構造計算された最低限の基準ですが、それ以前の旧基準の建物は耐震診断が必要になりま

す。詳細は裏面を参照してください。 

なお、刈谷市の耐震化率は令和２年度現在で 88.3％と低く、令和７年度 91％を目標に補助

制度により耐震化を促進しています。 

 

３． 耐震等級について 

 耐震等級は、地震に対する建物の強度を示す指標の一つです。 

・耐震等級１：建築基準法に定められた建物に備わっているべき最低限の耐震性能を満たし 

ていることを示すもの 

・耐震等級２：耐震等級１の 1.25倍の倍率の耐震強度があることを示している 

 学校、病院や公共施設は耐震等級２以上の強度を持つことが定められている 

・耐震等級３：耐震等級１の 1.5倍の耐震強度があることを示している 

（過去の大地震でも、耐震等級２以上の建物の倒壊は少ないという結果が出ています） 

 

計測震度 6.4～6.5 

計測震度 6.3～6.4 

計測震度 6.2～6.3 



４． 家具の転倒防止とガラスの飛散防止 

    建物の耐震化と家具の転倒防止、ガラスの飛散防止は災害への備えの基本的な対策です。

もしもに備える日頃の対策が、何よりも大切なことだと思います。 

                                                   

 

 


